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島
は
、
海
と
大
地
と
空
と
の
接
点
で
あ
る
。
島
の
海
岸
に
立
つ
と
、

陸
上
生
物
の
私
た
ち
人
間
は
、
地
球
規
模
の
現
象
の
は
ざ
ま
に
生
き

て
い
る
の
だ
と
、
想
像
力
が
は
ば
た
く
。
と
く
に
外
洋
の
火
山
島
で

は
、
波
が
陸
を
削
ろ
う
と
す
る
力
を
実
感
す
る
。
海
底
か
ら
マ
グ
マ

が
噴
出
し
続
け
た
た
め
に
洋
上
に
島
が
生
ま
れ
た
が
、
噴
出
が
止
ま

れ
ば
陸
地
は
海
に
戻
っ
て
い
く
。

　

島
は
、
海
で
縁
取
ら
れ
た
空
間
で
あ
り
、
陸
上
動
植
物
の
棲
む
小

宇
宙
で
あ
る
。
海
水
が
周
り
に
満
ち
て
い
て
も
、
淡
水
は
限
ら
れ
て

い
る
。
動
植
物
は
、
水
の
分
布
条
件
に
応
じ
て
モ
ザ
イ
ク
状
に
凝
縮

し
て
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
が
島
の
景
観
美
の
源
と
な
っ
て
い
る
。

人
も
ま
た
工
夫
を
凝
ら
し
、
天
水
を
溜
め
る
軒
先
の
大
き
な
甕
、
岩

蔭
の
泉
、
沢
水
を
引
く
水
道
な
ど
、
わ
ず
か
な
淡
水
を
守
り
続
け
て

き
た
暮
ら
し
が
あ
る
。

　

島
が
あ
る
こ
と
で
、
空
に
も
景
観
が
つ
く
ら
れ
る
。
島
は
海
面
か

ら
顔
を
出
し
た
突
起
物
で
あ
り
、
と
く
に
外
洋
で
は
海
を
渡
る
湿
っ

た
風
が
島
に
当
た
っ
て
、
雲
が
発
生
す
る
。
笠
雲
や
、
洋
上
に
た
な

び
く
雲
か
ら
大
洋
を
渡
る
風
が
想
起
で
き
る
。

　

島
の
海
岸
は
、海
流
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、海
が
運
ぶ
も
の
の
フ
ィ

ル
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
漂
着
物
を
み
れ
ば
、
海
流
の
上
流
に
あ
た

る
地
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
、
棲
息
す
る
動
植
物
を
想
起
で
き
る
。

　

島
の
周
り
の
海
は
、
島
を
世
界
か
ら
隔
て
る
も
の
で
は
な
く
、
つ

１
．
島
は
小
宇
宙
、海
は
つ
な
ぐ
も
の

特
集
　離
島
振
興
法
へ
の
期
待

海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

清
野
聡
子

島
が
育
ん
で
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
は
、
海
を
通
じ
て
世
界
と
つ
な
が
る
構
想
力
の
源
と
な
っ
て
い
る
。

離
島
振
興
の
再
出
発
に
あ
た
り
、
海
域
の
保
護
と
漁
業
を
両
立
さ
せ
て
き
た
、
そ
の
「
地
域
知
（
ち
い
き
ち
）
」

こ
そ
が
、
自
ら
の
島
を
活
か
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
海
の
適
切
な
管
理
に
有
効
な
「
海
洋
保
護
区
」

を
例
に
、
島
々
の
持
つ
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
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な
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
島
の
方
々
の
、
海
を
め
ぐ
る
こ
の
逆
転

の
発
想
に
近
い
独
特
の
感
覚
に
、
広
め
の
陸
地
に
住
ん
で
き
た
人
た

ち
は
驚
嘆
し
、
感
動
す
る
。

　

海
と
人
と
の
あ
り
方
を
考
え
る
海
洋
政
策
の
立
案
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
自
然
条
件
の
も
と
に
生
ま
れ
育
っ
た
島
の
方
々
の
知
恵

活火山島である伊豆大島の筆島（ふでしま）海岸。

五島福江島の頓泊（とんとまり）海岸を対岸から望む。

浮き玉の漂着する海岸、石垣島にて。

五島福江島の三井楽沖にある姫島とたなびく雲。

２
．
島
の
自
然
的
・
社
会
的
条
件
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や
経
験
か
ら
、
多
く
を
教
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
海
洋
政
策
の
位

置
づ
け
が
長
ら
く
定
ま
ら
ず
、
統
合
的
な
「
海
洋
基
本
法
」
が
制
定

さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
で
あ
る
。
同
法
の
第
九
条
（
地
方
公
共
団
体

の
責
務
）
に
、「
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
海
洋

に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地
方
公
共

団
体
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及

び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
」
と
あ
り
、
沿
岸
自
治
体
は
海
を
活
か

し
た
地
域
づ
く
り
が
進
め
や
す
く
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
洋

と
い
う
地
球
規
模
の
時
空
間
を
も
つ
超
越
的
な
存
在
と
、
境
界
の
設

定
を
前
提
と
す
る
国
家
や
自
治
体
、
そ
し
て
地
域
と
を
ど
の
よ
う
に

結
ん
で
い
く
の
か
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
日
本
の
海
洋
政
策
に
対

し
て
、
島
の
方
々
は
こ
の
問
い
を
つ
ね
に
反
芻
し
な
が
ら
生
き
て
こ

ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。

　

こ
こ
で
、
島
の
自
然
条
件
と
社
会
条
件
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
て
お

き
た
い
。

（
１
）
自
然
条
件

　

①
海
の
地
域
知
と
広
域
的
な
地
理
感
覚

　

島
の
周
辺
海
域
の
生
態
系
や
環
境
の
特
徴
は
、
日
常
生
活
や
漁
業
、

交
通
と
不
可
分
で
あ
る
。
海
は
風
向
き
や
潮
向
き
な
ど
が
、
ど
こ
を

と
っ
て
も
同
じ
で
は
な
い
。
と
く
に
荒
天
時
の
波
の
高
さ
は
海
域
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
港
や
船
の
条
件
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た

め
、
島
の
方
々
は
つ
ね
に
天
気
図
や
波
浪
警
報
な
ど
、
住
ん
で
い
る

場
所
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
い
範
囲
の
気
象
・
海
象
情
報
に
ア
ン
テ

ナ
を
張
り
、
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

②
島
の
周
囲
の
海
の
特
徴
と
漁
業

　

島
の
漁
業
の
あ
り
方
は
、
周
辺
の
海
の
特
徴
と
対
応
し
て
い
る
。

海
水
（
液
体
）
の
中
に
陸
（
固
体
）
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
周
囲
に
特

別
な
流
れ
の
場
が
で
き
る
（
海
峡
性
の
渦
や
極
地
性
湧
昇
流
な
ど
）。
こ

の
物
理
条
件
か
ら
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
湧
き
、
生
産
性
が
高
い
生
物
豊

か
な
海
域
が
形
成
さ
れ
て
好
漁
場
と
な
る
。
と
く
に
回
遊
魚
の
来
遊

に
は
ま
た
と
な
い
条
件
と
な
る
。
ま
た
、
急
深
の
海
に
面
し
た
島
で

は
、
深
海
生
態
系
の
水
産
資
源
（
キ
ン
メ
ダ
イ
な
ど
）
の
恩
恵
を
受
け

て
い
る
。

　

③
海
洋
の
環
境
変
化
を
直
接
的
に
受
け
る

　

海
水
温
の
上
昇
に
よ
り
、
海
中
の
生
物
相
が
変
化
し
て
い
る
。
漁

業
や
水
産
加
工
は
対
象
種
が
変
わ
り
、
サ
ン
ゴ
の
健
康
や
海
藻
の
繁

茂
状
態
に
観
光
の
価
値
が
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
地
球
規
模
の

気
候
変
動
の
話
題
に
関
心
が
高
い
。
藻
場
環
境
の
悪
化
、
と
く
に
磯

焼
け
は
、
ア
ワ
ビ
や
サ
ザ
エ
な
ど
の
生
育
に
直
接
影
響
し
て
い
る
。

●

　

島
の
方
々
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
海
洋
の
特
性
を
当
た
り
前

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。「
海
洋
保
護
区
」（
後
述
）
の
検
討
や
管
理

に
あ
た
っ
て
、
海
の
豊
か
な
知
識
や
経
験
を
も
つ
地
域
住
民
は
重
要

な
人
材
で
あ
る
。
海
へ
の
市
民
参
加
を
進
め
る
た
め
に
は
、
啓
発
や

教
育
の
機
会
を
用
意
し
て
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

む
し
ろ
島
で
は
、海
洋
リ
テ
ラ
シ
ー
は
経
験
と
実
感
に
も
と
づ
く「
生
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活
知
」
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

●

（
２
）
社
会
条
件

　

①
海
を
中
軸
に
し
た
地
域
観

　

島
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
は
「
海
洋
」
で
あ
り
、
漁
業
や

海
洋
レ
ジ
ャ
ー
が
重
要
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

　

②
海
を
通
じ
た
つ
な
が
り
の
経
験

　

漁
業
や
海
運
を
通
じ
て
、
す
で
に
海
を
介
し
た
人
の
つ
な
が
り
が

あ
る
。
ま
た
、
漂
流
や
漂
着
の
経
験
か
ら
、
越
境
的
な
人
や
物
の
移

動
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

　

③
海
の
境
界
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
へ
の
認
識

　

地
域
間
や
国
家
間
の
問
題
に
直
面
し
た
歴
史
的
経
験
を
も
つ
。
海

は
、
自
由
な
往
来
の
可
能
性
を
持
つ
が
、
境
界
紛
争
や
領
有
権
の
問

題
も
孕
ん
で
い
る
と
の
認
識
が
あ
る
。
地
政
学
的
に
重
要
な
地
域
で

の
、
紛
争
を
激
化
さ
せ
ま
い
と
す
る
住
民
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
や
理
念

に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

　

島
の
地
域
政
策
の
一
環
と
し
て
、「
海
洋
保
護
区
」
を
導
入
す
る

動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

海
洋
保
護
区
（
Ｍ
Ｐ
Ａ
：M

arine Protected A
rea

）
と
は
、
海
洋

生
態
系
の
保
護
や
環
境
保
全
の
た
め
に
開
発
や
採
取
の
制
限
・
管
理

を
行
う
空
間
を
い
う
。
保
護
と
利
用
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
も
幅
広
く
あ
り
、
管
理
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

し
か
し
国
内
で
は
、
海
洋
保
護
区
は
立
ち
入
り
や
漁
業
行
為
、
開

発
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
型
の
タ
イ
プ
の
み

が
強
調
さ
れ
、
偏
見
と
理
解
不
足
が
続
い
て
き
た
。
と
く
に
ア
ジ
ア

太
平
洋
で
年
次
目
標
を
国
際
社
会
が
共
有
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
海

洋
環
境
政
策
に
対
し
、
日
本
は
入
口
で
の
足
踏
み
が
続
い
て
い
る
。

　

海
洋
保
護
区
は
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開

催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
の
持
続
可
能
性
、
自
然
保
護
、
市
民
参

加
に
関
す
る
議
論
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
二
年
の
段
階
で
は
、
一
〇
年

後
の
二
〇
一
二
年
に
海
洋
保
護
区
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
目
標
が
設
定
さ
れ
、
国
や
地
域
性
に
合
わ
せ
た
仕
組
み
づ
く
り
が

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

と
く
に
島
嶼
地
域
は
熱
心
で
、
漁
業
基
地
と
し
て
も
有
名
な
大
西

洋
の
ア
ゾ
レ
ス
諸
島
、
世
界
的
観
光
地
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
や
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
さ
ら
に
そ
の
近
隣
諸
国
に
お
い
て
、
サ
イ
ズ
や
管
理
形
態

の
さ
ま
ざ
ま
な
保
護
区
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
サ
ン
ゴ
礁
を

有
す
る
地
域
で
は
、
指
定
海
域
の
良
好
な
サ
ン
ゴ
の
生
育
状
態
が
、

観
光
面
に
お
け
る
一
種
の
品
質
保
証
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
過

度
の
立
ち
入
り
は
保
護
区
の
主
旨
と
反
す
る
が
、
観
光
的
価
値
が
高

め
ら
れ
、
経
済
活
動
と
あ
る
程
度
は
両
立
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
海
洋
保
護
区
は
環
境
保
全
、
水
産
振
興
、

国
土
管
理
行
政
な
ど
の
隙
間
に
落
ち
こ
み
、
拾
う
部
局
も
な
い
ま
ま

世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

３
．
「
海
洋
保
護
区
」の
国
際
動
向



40

国
際
的
な
情
勢
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
た
。
日
本
に
は
、
古
く
か
ら

水
産
資
源
保
護
の
た
め
の
慣
習
的
な
禁
漁
区
が
あ
り
、
近
代
に
入
り

天
然
記
念
物
や
鳥
獣
保
護
区
、国
立
公
園
の
指
定
、現
在
は
ラ
ム
サ
ー

ル
条
約
登
録
湿
地
な
ど
の
空
間
管
理
が
存
在
し
て
い
る
。
日
本
の
海

洋
保
護
区
の
導
入
や
展
開
は
、
す
で
に
実
質
的
な
管
理
が
行
わ
れ
て

い
た
り
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
現
場
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
あ
れ

ば
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
の
海
洋
保
護
区
政
策
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
海
洋
基
本
法

の
も
と
で
策
定
さ
れ
た
「
海
洋
基
本
計
画
」（
二
〇
〇
八
年
）
へ
の
記
載

で
あ
る
（
註
1
）。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
に
名
古
屋
市
で
開
催
さ
れ
た
「
生
物
多
様

性
条
約
第
一
〇
回
締
約
国
会
議
」（CBD

／CO
P10

）で
は
、「
愛
知
目
標
」

（A
ichi T

argets

）
に
、「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
海
域
の
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
を
保
護
区
と
す
る
」
と
い
う
数
値
目
標
が
立
て
ら
れ
た
（
註
2
）。

　

こ
の
会
議
の
議
長
国
で
あ
る
日
本
は
、
海
洋
分
野
の
国
内
政
策
を

急
速
に
推
し
進
め
た
。
環
境
省
は
「
海
洋
生
物
多
様
性
保
全
戦
略
」

を
二
〇
一
〇
年
度
に
策
定
し
、
二
〇
一
一
年
三
月
に
公
表
し
た
。
そ

こ
で
初
め
て
海
洋
保
護
区
は
、「
海
洋
生
態
系
の
健
全
な
構
造
と
機

能
を
支
え
る
生
物
多
様
性
の
保
全
お
よ
び
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
持
続

可
能
な
利
用
を
目
的
と
し
て
、
利
用
形
態
を
考
慮
し
、
法
律
又
は
そ

の
他
の
効
果
的
な
手
法
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
明
確
に
特
定
さ
れ
た
区

域
」
と
明
記
さ
れ
た
。

　

こ
の
定
義
は
か
な
り
生
態
学
的
で
、
国
際
自
然
保
護
連
合
（
Ｉ
Ｕ

Ｃ
Ｎ
：International U
nion for Conservation of N

ature and N
atural 

R
esources

）
な
ど
の
国
際
的
な
自
然
保
護
の
議
論
と
は
連
動
し
て
い

る
が
、
既
存
の
国
内
制
度
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

同
年
五
月
に
は
、
環
境
省
が
既
存
法
を
対
応
さ
せ
、
国
立
公
園
、
共

同
漁
業
権
区
域
な
ど
を
日
本
の
海
洋
保
護
区
と
位
置
づ
け
た
。
し
か

し
、
も
と
も
と
成
立
過
程
や
理
念
が
異
な
る
制
度
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ

る
の
は
無
理
が
あ
る
。
一
度
は
、
正
面
か
ら
検
討
し
な
お
す
必
要
が

あ
ろ
う
。

　

日
本
全
体
で
の
海
洋
保
護
区
政
策
は
進
展
が
遅
い
が
、
そ
の
理
由

の
一
つ
は
、
新
た
な
枠
組
み
の
制
度
設
計
か
ら
着
手
せ
ざ
る
を
え
な

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
保
護
区
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
境
界
を

持
つ
区
域
」
で
あ
る
。
既
存
の
空
間
管
理
、
と
く
に
国
土
管
理
系
の

海
岸
保
全
や
港
湾
の
よ
う
な
既
存
の
制
度
に
よ
る
区
域
管
理
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
縦
割
り
行
政
を
超
え
る
べ
く
試
行
錯
誤
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
統
合
的
管
理
は
難
航
し
て
い
る
。
海
洋
保
護
区
の
管
理
に

は
、
境
界
内
外
の
状
態
、
水
や
生
物
の
「
動
態
の
把
握
」
が
必
要
で

あ
り
、「
人
」
と
「
技
術
」
が
充
実
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

保
護
区
の
定
義
を
注
意
深
く
読
む
と
、
法
制
度
や
管
理
者
が
厳
格

に
決
ま
っ
て
い
る
区
域
だ
け
で
な
く
、「
そ
の
ほ
か
効
果
的
な
方
法

（effective m
eans

）
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
区
域
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

当
地
の
事
情
に
合
わ
せ
て
、
保
護
が
実
施
さ
れ
る
ル
ー
ル
や
方
法
で

よ
く
、
あ
ま
り
考
え
過
ぎ
ず
試
行
錯
誤
で
進
め
て
い
く
の
も
十
分
可

能
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
海
洋
保
護
区
の
検
討
に
は
、
広
域
的
な
海
洋
と
自
ら

の
地
域
の
自
然
・
社
会
条
件
に
合
っ
た
ビ
ジ
ョ
ン
や
計
画
が
描
け
る

構
想
力
や
意
欲
、
経
験
、
情
報
の
底
力
が
必
要
で
あ
る
。
海
に
か
か

わ
る
多
様
な
関
係
者
の
合
意
形
成
を
行
い
、
さ
ら
に
国
際
的
動
向
も

念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
継
続
的
に
関
わ
り
続
け
る
こ
と
が
可
能
な
主

体
と
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
慣
れ
て
き
た
島
嶼
地
域
が
有
力

で
あ
る
。

　

日
本
で
も
海
洋
保
護
区
の
積
極
的
な
導
入
は
、
島
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
。
新
た
な
海
洋
環
境
政
策
に
対
し
て
、
島
の
自
治
体
は
積
極
的

に
反
応
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
前
述
の
島
の
自
然
・

社
会
条
件
の
も
と
、
海
洋
保
護
と
関
係
す
る
案
件
は
自
ら
す
で
に
整

理
し
て
い
る
た
め
、
外
部
か
ら
新
た
に
持
ち
込
ま
れ
た
言
葉
や
概
念

で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
内
容
と
照
応
し
翻
訳
で
き
る
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。

　

日
本
の
海
洋
保
護
区
に
は
、
現
在
直
接
的
な
法
律
は
な
い
。
日
本

政
府
が
概
念
整
理
は
行
う
が
、
実
務
的
な
仕
組
み
は
こ
れ
か
ら
で
あ

る
。
何
よ
り
、
利
害
関
係
者
と
の
合
意
形
成
に
は
、
基
礎
自
治
体
の

き
め
細
や
か
な
対
応
が
必
要
に
な
る
。
保
護
区
は
、
地
域
行
政
が
本

気
で
進
め
ね
ば
、
国
が
旗
を
振
っ
て
も
実
現
し
な
い
政
策
の
代
表
例

で
あ
る
。

　

長
崎
県
対
馬
市
で
は
、
二
〇
〇
九
年
に
検
討
が
始
ま
り
、
二
〇
一

〇
年
度
か
ら
は
本
格
的
に「
対
馬
市
海
洋
保
護
区
設
定
推
進
協
議
会
」

が
結
成
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
に
は
「
科
学
委
員
会
」
も
組
織
さ
れ
た
。

協
議
会
で
は
、
各
漁
法
の
代
表
者
が
委
員
と
し
て
、
持
続
可
能
な
漁

業
と
海
洋
保
護
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
い
る
。
対
馬
海
峡
で
は
、
海

洋
や
水
産
の
分
野
で
多
く
の
観
測
結
果
や
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
地
元
対
馬
で
の
海
を
活
か
し
た
活
動
や
地
域
政
策
に
活
か

さ
れ
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。
保
護
区
の
設
定
や
管
理
の
検
討
が
、

従
来
型
の
漁
業
調
整
と
混
同
さ
れ
る
よ
う
な
の
で
、
海
流
な
ど
の
物

理
環
境
や
生
態
系
の
基
礎
情
報
を
も
と
に
、
国
内
で
の
初
め
て
の
検

討
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
科
学
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
海
洋
の

生
態
系
や
環
境
の
観
点
か
ら
保
護
す
べ
き
エ
リ
ア
を
見
出
し
、
基
礎

情
報
を
整
理
し
て
客
観
デ
ー
タ
を
提
示
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
と

な
っ
た
。

　

ま
た
、
沖
縄
県
竹
富
町
と
石
垣
市
で
は
、
基
礎
自
治
体
と
し
て
の

海
洋
基
本
計
画
を
策
定
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
海
洋
保
護
区
の
検
討

を
行
っ
て
い
る
。

　

海
洋
保
護
区
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
海
域
の
自
然
・
社
会
の
基
礎
情

報
の
整
理
か
ら
始
ま
る
。

　

①
沿
岸
域
の
基
盤
に
関
す
る
既
存
の
基
礎
情
報
（
海
底
・
陸
上
地
形
、

世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

４
．
海
洋
保
護
区
の
先
陣
は
島
の
基
礎
自
治
体

５
．
海
洋
保
護
区
の

ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
支
え
る
地
域
知
と
科
学
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海
底
地
質
、
既
存
の
管
理
区
域
な
ど
）
を
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）

で
整
理
、
②
漁
業
、
生
態
系
、
環
境
関
係
の
情
報
を
重
ね
合
わ
せ
（
漁

場
・
魚
種
・
漁
期
、
漁
業
調
整
）、
そ
れ
に
加
え
、
③
漁
業
者
ヒ
ア
リ
ン

グ
（
生
態
系
、
海
洋
環
境
、
漁
業
上
の
特
徴
的
な
海
域
、
知
見
、
ト
ピ
ッ
ク
）
を
、

対
馬
市
と
九
州
大
学
で
共
同
で
行
っ
て
い
る
。

　

海
洋
保
護
区
の
設
定
や
管
理
に
あ
た
っ
て
図
面
化
は
必
定
だ
が
、

と
く
に
、
③
は
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
対
馬
の
海
洋
保
護
区
の

検
討
図
面
の
う
ち
、
上
対
馬
地
区
の
漁
業
者
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

結
果
に
よ
る
漁
業
上
重
要
な
海
域
図
を
示
す
（
図
１
）。
保
護
区
が
実

効
性
を
持
つ
に
は
、
候
補
地
の
選
定
段
階
か
ら
積
極
的
な
地
域
住
民

や
利
害
関
係
者
の
参
画
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
漁
業
者
の
位
置

づ
け
は
重
要
で
、
海
洋
の
野
生
生
物
は
現
場
に
身
を
置
く
漁
業
者
が

も
っ
と
も
よ
く
観
察
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
学
術
や
業
務
の
調
査

は
、
密
度
や
頻
度
、
時
間
の
蓄
積
に
お
い
て
漁
業
者
の
比
で
は
な
い
。

　

一
方
、
漁
業
者
か
ら
の
情
報
と
科
学
と
の
照
応
は
、
水
産
海
洋
学

な
ど
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
き
た
。
現
場
海
域
に
詳
し
い
漁
業
者
か

ら
の
知
見
を
も
と
に
、
研
究
や
観
測
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
を

科
学
調
査
で
検
証
す
る
。
そ
の
結
果
を
漁
業
者
に
伝
え
て
議
論
を
し
、

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
て
実
証
に
い
た
る
。
漁
業
者
も
事
実
上

の
チ
ー
ム
の
一
員
と
な
っ
た
研
究
手
法
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、水
産
・

海
洋
・
地
域
政
策
で
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
活
か
す
領
域
と
し
て
海
洋

保
護
区
管
理
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
対
馬
の
海
洋
保
護
区
の
検
討
で
は
、
漁
業
者
の
知
識

や
情
報
を
、
①
や
②
の
既
存
情
報
と
重
ね
合
わ
せ
、
漁
場
利
用
だ
け

で
な
く
海
洋
生
態
系
の
情
報
と
し
て
い
る
。

図 1　上対馬地区漁業者ヒアリング結果による漁業上重要な海域

（海底地形データ提供（財）日本水路協会海洋情報研究センター）
©対馬市役所＋九州大学
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カレイ
レンコダイ

カツオ
ヨコワ
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レンコダイ
ヤリイカ
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レンコダイ
ヤリイカ
スルメイカ

カレイ
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←底引き対馬東部操業区域

←浮縄方式周年禁止区域

樽流禁漁止区域
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今
後
、
漁
業
者
の
生
物
判
別
力
、
環
境
の
定
量
的
調
査
や
記
録
の

確
度
が
向
上
す
れ
ば
、
海
洋
保
護
区
の
管
理
者
と
し
て
漁
業
者
の
役

割
が
拡
大
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
広
域
的
な
保
護
区
の
議
論
で
は
、
沿
岸
の
水
産
資
源
は
島

内
の
漁
業
者
で
あ
れ
ば
持
続
的
な
利
用
が
図
ら
れ
る
が
、
島
外
の
と

く
に
大
規
模
漁
業
で
は
そ
れ
が
保
証
さ
れ
に
く
い
と
の
考
え
か
ら
、

漁
業
の
制
限
を
提
案
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
地
元
優
先

で
対
馬
の
利
益
の
み
考
え
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
ま
ず
は
自
ら
の
水
産
資
源
と
海
洋
の
保
護
の
活
動
を
明
確
化
し

て
、
自
他
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
海
岸
や
地
先
海
域
で
の
活

動
で
あ
り
、
対
馬
周
辺
海
域
に
産
卵
や
稚
魚
の
成
育
の
た
め
に
回
遊

す
る
魚
種
の
餌
の
確
保
に
も
つ
な
げ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

海
洋
保
護
区
の
検
討
に
あ
た
っ
て
気
に
な
る
の
は
、
島
の
基
幹
産

業
で
あ
る
漁
業
と
自
然
保
護
と
の
両
立
で
あ
る
。

　

海
洋
は
世
界
的
に
、
近
代
以
降
は
植
民
地
開
拓
、
漁
業
・
鉱
物
資

源
争
奪
、
覇
権
争
い
の
場
と
な
っ
て
き
た
。
海
洋
は
国
家
を
超
え
た

地
球
の
「
コ
モ
ン
ズ
」（
共
有
物
）
で
あ
る
と
の
国
連
海
洋
法
条
約
の

理
念
は
、
目
前
の
厳
し
い
現
実
を
変
え
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
と
も

い
え
る
。

　

自
然
保
護
は
、
開
発
や
大
規
模
利
用
と
の
利
害
調
整
で
あ
る
。
目

的
や
価
値
観
が
異
な
る
社
会
集
団
の
調
整
に
は
、
多
く
の
人
が
納
得
、

妥
協
で
き
る
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
区
の
あ
り
方
の
議
論
は
、

世
界
的
に
事
例
を
収
集
・
分
析
し
、
国
際
会
議
の
場
で
議
論
し
な
が

ら
頻
繁
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
い
わ

ゆ
る
欧
米
型
の
保
護
論
が
自
国
の
事
情
に
合
わ
な
い
と
考
え
れ
ば
、

国
際
会
議
の
場
で
具
体
例
を
も
と
に
改
正
す
る
意
見
を
述
べ
、
や
り

と
り
を
継
続
的
に
進
め
れ
ば
よ
い
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
国
々
は
そ
う

し
た
行
動
を
と
っ
て
き
た
が
、
日
本
は
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
輪

に
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
。

　

海
洋
保
護
区
の
定
義
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
と
く
に
漁
業
と
の
関
係
は
、

国
際
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
表
1
は
、
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
が
二
〇
一
二
年

九
月
に
出
し
た
海
洋
保
護
区
の
最
新
の
分
類
と
海
洋
で
の
活
動
と
の

関
係
表
で
、表
2
は
、保
護
区
の
分
類
表
で
あ
る
。
海
洋
保
護
で
も
っ

と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
規
模
で
破
壊
的
な
漁
業
、
違
法

操
業
、
乱
獲
で
あ
る
。
一
方
、
伝
統
的
な
漁
業
、
小
規
模
で
持
続
可

能
な
漁
業
は
、
当
地
の
自
然
と
人
の
つ
な
が
り
を
示
す
活
動
と
し
て

評
価
が
高
い
。
ま
た
、
観
光
、
遊
漁
、
採
集
な
ど
も
生
態
系
を
壊
さ

な
い
レ
ベ
ル
で
は
、
禁
止
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

と
く
に
、
生
物
多
様
性
条
約
の
「
愛
知
目
標
」
な
ど
国
際
的
な
自

然
保
護
の
議
論
で
は
、
小
規
模
な
漁
業
に
必
要
な
伝
統
的
な
知
識
は
、

「
保
護
す
べ
き
も
の
」
と
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

陸
域
の
自
然
保
護
区
と
小
規
模
農
業
の
関
係
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
国
際
的
な
議
論
は
現
在
、
日
本
の
沿
岸
漁
業
を
グ
ロ
ー
バ
ル

世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

６
．
海
洋
保
護
区
の

国
際
基
準
に
お
け
る
漁
業
の
扱
い
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経
済
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
論
点
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日

本
国
内
で
膠
着
し
て
い
る
議
論
も
、
目
を
世
界
に
転
じ
れ
ば
、
同
じ

問
題
と
闘
う
人
た
ち
が
お
り
、
参
考
に
な
る
事
例
や
考
え
方
も
多
く
、

世
界
的
な
枠
組
み
の
問
題
を
と
も
に
解
決
す
る
仲
間
が
い
る
。

　

利
害
調
整
で
は
曖
昧
さ
が
有
効
な
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
新
し
い
こ

と
を
始
め
る
場
合
に
は
、
定
義
や
基
準
の
設
定
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

い
ま
の
国
際
社
会
で
は
、「
海
洋
保
護
区
の
設
定
は
持
続
可
能
な

漁
業
の
た
め
の
手
段
」
と
い
う
認
識
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
で
は
な
ぜ
か
、
海
洋
保
護
区
や
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
る
と
操

業
で
き
な
く
な
る
、
と
の
噂
話
が
漁
業
の
現
場
だ
け
で
な
く
行
政
や

漁
業
団
体
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
る
。
保
全
・
保
護
と
開
発
・
利
用
の

よ
う
な
利
害
調
整
で
の
対
応
は
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
細
か
く
適
用

さ
れ
る
が
、
一
括
り
に
し
た
上
で
す
べ
て
を
否
定
し
て
放
置
す
る
の

は
無
策
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
誤
解
も
し
く
は
情
報
操
作
は
、
情
報
収
集
と
情
勢
分

析
力
が
試
さ
れ
る
国
際
海
洋
政
策
の
形
成
に
お
い
て
、
危
険
な
精
神

風
土
や
慣
習
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ

う
な
判
断
や
意
思
決
定
が
続
く
限
り
、
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
の
環
境
保

全
や
持
続
可
能
な
利
用
の
急
転
回
し
て
い
る
議
論
に
的
確
に
反
応
し

た
り
、
さ
ら
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
島
は
、
的
確
に
自
然
保
護
と
漁
業
を
両
立
さ
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
北
海
道
利
尻
島
の
昆
布
は
、「
国
立
公
園
の
昆
布
」
と
し
て
、

一
段
ラ
ン
ク
が
上
の
海
で
育
っ
た
健
や
か
な
水
産
物
と
の
イ
メ
ー
ジ

形
成
に
成
功
し
て
い
る
。
観
光
客
に
と
っ
て
も
、
国
立
公
園
の
利
尻

島
に
観
光
に
行
っ
た
証
明
に
な
る
、
最
高
の
情
報
が
付
加
さ
れ
た
お

土
産
で
あ
る
。
生
産
地
の
自
然
の
豊
か
さ
が
商
品
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ

る
時
代
、
島
の
漁
業
は
的
確
に
自
ら
守
っ
て
き
た
海
の
環
境
を
ア

ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
る
。

　

日
本
の
海
洋
環
境
政
策
の
積
極
的
な
国
際
展
開
が
見
え
な
い
な
か
、

印
象
的
だ
っ
た
数
日
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
海
洋
・
水
産
部

局
次
長
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
マ
ー
ル
氏
を
九
州
に
招
聘
し
、
現
場
の

市
民
、
自
治
体
・
政
府
関
係
者
、
メ
デ
ィ
ア
、
研
究
者
と
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
氏
は

知
日
派
フ
ラ
ン
ス
人
で
、
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
に
日
本
に
留
学
し
、

漁
港
や
漁
村
、
自
然
保
護
な
ど
に
つ
い
て
、
研
究
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
中
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、
行
政
や
市
民
活
動
な
ど

幅
広
い
分
野
と
の
交
流
を
深
め
ら
れ
た
。
モ
ナ
コ
水
族
館
の
副
館
長

を
経
て
、
現
在
は
世
界
の
海
洋
保
護
区
の
基
準
策
定
な
ど
、
非
常
に

重
要
な
役
割
を
担
わ
れ
て
い
る
。

　

シ
マ
ー
ル
氏
の
任
務
は
、
韓
国
の
済
州
島
で
二
〇
一
二
年
九
月
に

７
．
海
洋
保
護
区
の
国
際
基
準
と

島
の
漁
業

８
．
国
際
的
な
議
論
と
噛
み
合
う

島
の
海
洋
保
護
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世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

行
わ
れ
た
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
の
大
会
の
Ｗ
Ｃ
Ｃ
（W

orld C
onservation 

Congress
）の
開
催
で
あ
っ
た
。
世
界
か
ら
自
然
保
護
関
係
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

政
府
、
国
際
機
関
、
研
究
者
が
集
う
国
際
会
議
で
、
日
本
か
ら
は
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
ほ
か
環
境
省
、
水
産
庁
、
外
郭
団
体
も
参
加
し
た
。

　

開
催
地
の
済
州
島
は
、
日
本
で
い
う
と
沖
縄
と
五
島
を
ミ
ッ
ク
ス

し
た
よ
う
な
自
然
・
歴
史
・
文
化
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
島
で
あ
る
。
五

世
紀
か
ら
一
二
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
耽た
ん

羅ら

国
と
し
て
朝
鮮
半
島
と
は
別

の
国
家
で
あ
り
、
現
在
も
同
国
の
特
別
自
治
区
で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ

海洋での活動（Activities）

IUCN 管理カテゴリー
（IUCN management 

category）
Ⅰa Ⅰb Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

資源採取を伴わない調査研究（Research： non-extractive） Y* Y Y Y Y Y Y
資源採取を伴わない伝統的利用

（Non-extractive traditional use） Y* Y Y Y Y Y Y

資源回復／保全強化（例：外来種などの規制、サンゴ再生）
（Restoration ／ enhancement for conservation 
[e.g. invasive species control, coral reintroduction]）

Y* * Y Y Y Y Y

伝統的漁業／伝統的文化や利用に従った採集（Traditional 
fishing ／ collection in accordance with cultural tradition 
and use）

N Y* Y Y Y Y Y

資源採取を伴わないレクリエーション（例：ダイビング）
（Non-extractive recreation [e.g. diving]） N * Y Y Y Y Y

大空間での低強度の観光（Large scale low intensity 
tourism） N N Y Y Y Y Y

海運（国際海事法上避けられないものは除く）
（Shipping [except as may be unavoidable under 
international maritime law]）

N N Y* Y* Y Y Y

野生鳥獣管理（例：サメの規制プログラム）
（Problem wildlife management [e.g. shark control 
programmes]）

N N Y* Y* Y* Y Y

資源採取を伴う調査研究（Research： extractive） N* N* N* N* Y Y Y

再生可能エネルギーの生成（Renewable energy generation）N N N N Y Y Y
資源回復／その他の規制強化（例：海辺の回復、魚の集約、
人工岩礁）（Restoration ／ enhancement for other 
reasons [e.g. beach replenishment, fish aggregation, 
artificial reefs]）

N N N* N* Y Y Y

レクリエーションのための釣り・漁や回収（収穫・採鉱・掘削など）
（Fishing ／ collection： recreational） N N N N * Y Y

漁業／採集：長年行われてきた持続可能な地域の漁業活動
（Fishing ／ collection： long term and sustainable local 
fishing practices）

N N N N * Y Y

養殖（Aquaculture） N N N N * Y Y
整備（例：港・商港など、浚渫）

（Works [e.g. harbours, ports, dredging]） N N N N * Y Y

未処理廃棄物の排出（Untreated waste discharge） N N N N N Y Y
海底などの採鉱（Mining [seafloor as well as sub-
seafloor]） N N N N N Y* Y*

居住（Habitation） N N* N* N* N* Y N*

凡例
不可（No） N
原則不可（特別な事情がある場合は除く）

（Generally no, unless special circumstances apply） N*

可（Yes） Y
ほかには代替できない場合は可。ただし特別の承認は必要。
Yes because no alternative exists, but special approval is essential Y*

その取り組みが MPA の目的に沿っておりしっかり管理されているかどうかによる
* Variable；depends on whether this activity can be managed in such a way 
that it is compatible with the MPA’s objectives

*

出典：「Guidelines for Applying the IUCN Protected Area Management Categories to Marine 
Protected Areas」（Best Protected Area Guidelines Series No.19、2012. Sep. IUCN）

表1　各IUCN管理カテゴリーと海洋での活動の関係
Matrix of marine activities that may be appropriate for each IUCN management category
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海
洋
保
護
区
と
島
の
生

態
系
保
全
は
、
Ｗ
Ｃ
Ｃ
で

の
重
要
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
。

自
然
保
護
の
分
野
で
は
、

海
洋
が
と
く
に
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

生
物
多
様
性
の
保
全
の
た

め
に
も
、
乱
獲
や
混
獲
、

漁
獲
物
の
投
棄
の
中
止
が

急
務
だ
。
以
前
は
、
漁
業

国
の
日
本
が
集
中
的
に
槍

玉
に
上
が
っ
て
い
た
が
、

現
在
は
世
界
中
で
水
産
資

源
の
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
お
り
、
水
産
資
源

の
保
護
や
持
続
可
能
な
漁

業
は
世
界
的
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

の
手
段
と
な
る
「
海
洋
保

護
区
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
事
例
の
収
集
と
分
析
、
提
言
が
な

さ
れ
た
。

　

こ
の
会
議
で
の
海
洋
保
護
を
め
ぐ
る
理
念
、
利
害
調
整
、
漁
業
の

内
容
に
よ
る
保
護
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
類
な
ど
は
、
対
馬
で
の
状
況
と

の
世
界
自
然
遺
産
（
火
山
島
と
溶
岩
洞
窟
群
）
や
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
に

も
認
定
さ
れ
、
自
然
保
護
の
国
際
的
な
枠
組
み
を
活
用
し
て
、
島
の

観
光
の
価
値
を
高
め
て
も
い
る
。
世
界
の
自
然
保
護
関
係
者
に
来
島

の
機
会
を
提
供
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

カテゴリー 名称 管理目的 IUCN 保護地域カテゴリー

Ⅰa
厳正保護地域

（Strict 
Nature 
Reserve）

学術研究もし
くは原生自然
の保護を主目
的として管理さ
れる保護地域

カテゴリーⅠa は、生物多様性の保護を目的として指
定された厳正保護地域である。保護の対象は生物
多様性だけでなく、地質学的・地形学的特質が含
まれることもある。これらの地域では人間の立ち入り、
利用ならびにそれがもたらす影響は、保全すべき価
値の保護に反しないよう厳しく管理もしくは限定され
る。カテゴリーⅠa 保護地域は、科学調査やモニタ
リングにとって重要な参照地域となりうる。

Ⅰb
原生自然地域

（Wilderness 
Area）

原生自然の保
護を主目的とし
て管理される
保護地域

カテゴリーⅠb 保護地域は通常、継続的な居住もしく
は大規模な居住が行われず、自然の特徴とその影
響が残されている広大な原生地区もしくはわずかに
改変された広大な地域で、こうした自然の状態の維
持を目的として保全・管理される。

Ⅱ
国立公園

（National 
Park）

生態系の保護
とレクリエーシ
ョンを主目的と
して管理される
地域

カテゴリーⅡ保護地域は、大規模な生態学的過程
を保護するために指定され、当該地域の特徴である
種と生態系を備えた広大な自然地域もしくは自然に
近い地域である。環境および文化的に許容可能な
精神的、科学的、教育、レクリエーション、観光
機会も提供する。

Ⅲ

天然記念物／
自然現象

（Natural 
Monument or 
Feature）

特別な自然現
象の保護を主
目的として管理
される地域

カテゴリーⅢ保護地域は特定の自然の特徴の保護
を目的とし、地形、海山、海底洞くつ、渓谷などの
地学的現象、古代林などの生物学的現象を含む。
通常、面積は非常に小さく、観光的価値が高い。

Ⅳ

種と生息地
管理地域

（Habitat ／ 
Species 
Management 
Area）

管理を加えるこ
とによる保全を
主目的として
管理される地
域

カテゴリーⅣ保護地域は特定の種や生息地の保護
を目的とし、管理もこれを優先する。この目的のた
めに定期的かつ積極的な介入を必要とする保護地
域も多いが、これは本カテゴリーの必須要件ではな
い。

Ⅴ

景観（海洋景
観）保護地域

（Protected 
Landscape ／
Seascape）

景観の保護と
レクリエーショ
ンを主目的とし
て管理される
地域

人間と自然の長年にわたる相互作用により、生態
学的、生物学的、文化的、景観的価値を備えた
地域となった保護地域であり、この相互作用の完
全性の保護が、当該地域および関連の自然保護、
その他の価値の保護・維持に不可欠であるような
保護地域。

Ⅵ

管理資源
保護地域

（Managed 
Resource 
Protected 
Area）

自然の生態系
の持続可能利
用を主目的とし
て管理される
地域

カテゴリーⅥ保護地域は、関連する文化的価値と
天然資源の伝統的管理制度とともに、生態系と生
息地を保護する。通常、広範囲に渡り、そのほと
んどが自然の状態にあり、一部のエリアで天然資源
の持続可能な管理や、自然保護を損なわない低レ
ベルの天然資源の非産業的利用が行われること
が、当該地域の主な目的の一つである。

出典：「日本の海洋保護区のあり方〜生物多様性保全をすすめるために〜」
（2012 年 5 月、公益財団法人日本自然保護協会）

表2　IUCN保護地域の管理カテゴリー
IUCN保護地域管理カテゴリーの説明及び海洋保護地域に対するカテゴリーの適用を示す。
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世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

場
合
に
は
、
海
洋
保
護
区
的
な
空
間
と
し
て
再
生
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
公
共
事
業
で
は
、
税
金
使
用
の
原
則
か
ら
、
耐
用
年

数
に
至
る
ま
で
構
造
物
の
改
造
や
撤
去
、
転
用
は
原
則
ご
法
度
だ
。

し
か
し
、
時
代
の
変
化
が
激
し
く
、
現
状
や
将
来
構
想
に
合
わ
な
い

構
造
物
は
、
改
修
に
よ
っ
て
よ
り
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
る
。

照
応
す
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
島
嶼
が
抱
え
る
問
題
は
全

世
界
的
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
議
論
も
ま
た
地
域
政
策
に
反
映
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
会
議
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
シ
マ
ー
ル
氏
と
日

本
の
漁
業
現
場
を
熟
知
す
る
対
馬
市
副
市
長
と
の
議
論
と
し
て
、
対

馬
ケ
ー
ブ
ル
Ｔ
Ｖ
の
ミ
ニ
番
組
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

大
都
会
で
行
う
島
や
海
洋
の
議
論
が
、
い
ま
ひ
と
つ
噛
み
合
わ
な

い
場
合
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
理
念
と
現
場
を
行
き
来
し
な
が
ら
考

察
を
深
め
る
具
体
性
、
そ
し
て
当
事
者
性
に
欠
け
る
こ
と
が
一
因
で

あ
る
。
現
場
の
実
例
で
鍛
え
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
理
念
的
な
政
策

も
意
味
を
持
た
な
い
。
日
本
の
海
洋
保
護
区
政
策
は
、
現
場
で
の
積

み
上
げ
を
必
要
と
す
る
段
階
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

対
馬
に
お
け
る
海
洋
保
護
の
議
論
で
は
、
日
本
や
ア
ジ
ア
の
沿
岸

は
か
ぎ
り
な
く
開
発
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
手
が
加
わ
ら
な
い
「
保

護
」
だ
け
で
は
自
然
は
守
れ
な
い
と
の
話
と
な
っ
た
。
海
洋
保
護
区

の
国
際
基
準
で
は
、人
工
化
が
進
ん
だ
区
域
の
再
生
も
、カ
テ
ゴ
リ
ー

Ⅵ
（
管
理
資
源
保
護
地
域
）
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
沿
岸
、
と
く
に
干
潟
、
河
口
、
砂
浜
は
大
き
く
開
発
さ
れ

て
お
り
、
と
り
わ
け
汽
水
域
は
生
物
多
様
性
、
漁
業
資
源
上
、
水
質

管
理
上
も
、
そ
の
再
生
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
仮
り
に
政
策
が
、

公
共
事
業
で
失
わ
れ
た
環
境
や
文
化
を
再
生
さ
せ
る
方
向
に
動
い
た

９
．
自
然
の
再
生
は「
保
護
」か
？

対馬・佐護漁港の
脇にある神社。

対馬「ヤマネコ米」
の育つ田んぼ。
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拾
え
ど
拾
え
ど
減
る
こ
と
は
な
く
、
出
口
が
見
え
な
い
が
、
清
掃
や

回
収
を
諦
め
て
放
置
し
て
し
ま
え
ば
、
未
来
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
。

憤
懣
や
る
か
た
な
い
が
、
海
ゴ
ミ
の
処
理
に
困
っ
て
い
る
当
事
者
同

士
で
、
共
通
の
未
来
を
描
い
て
い
く
し
か
な
い
。

　

長
崎
県
福
江
島（
五
島
市
）の
例
を
挙
げ
る
。二
〇
〇
七
年
か
ら
行
っ

て
い
る
海
ゴ
ミ
の
分
布
調
査
で
興
味
深
い
結
果
が
出
た
。
島
の
南
岸

は
夏
に
中
国
産
が
、
西
岸
か
ら
北
岸
に
か
け
て
は
冬
に
韓
国
産
が
、

北
岸
は
初
夏
に
日
本
産
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
北
上
す
る

対
馬
海
流
が
台
風
な
ど
に
よ
る
多
種
の
ゴ
ミ
を
南
岸
に
も
た
ら
し
、

冬
の
北
北
西
季
節
風
が
韓
国
か
ら
浮
力
の
強
い
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
運
ん
で
く
る
。
福
岡
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
由
来

現
地
を
精
査
し
、
現
存
構
造
物
や

土
砂
も
有
効
利
用
し
た
う
え
で
、

現
地
の
自
然
条
件
に
照
ら
し
て
再

生
す
る
事
業
が
あ
っ
て
も
よ
い
は

ず
で
あ
る
。

　

対
馬
で
も
、
佐
護
地
区
の
汽
水

域
の
改
修
を
契
機
と
し
て
、
上
流

の
無
農
薬
「
ヤ
マ
ネ
コ
米
」
栽
培

と
も
連
動
し
て
、
汽
水
域
の
シ
ジ

ミ
、
河
川
の
ウ
ナ
ギ
、
ア
ユ
も
ふ

く
め
た
、
流
域
か
ら
海
ま
で
の
一

体
的
な
再
生
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ヤ
マ
ネ
コ
米
の
評
判
が
高
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
流
域
の
河
口

に
伝
統
的
な
木
舟
が
浮
か
び
、
高
床
式
の
倉
庫
が
並
ぶ
美
し
い
漁
村

が
あ
っ
た
な
ら
、
観
光
的
な
価
値
も
生
ま
れ
よ
う
。

　

島
の
海
の
抱
え
る
課
題
は
、
地
域
外
と
の
関
係
の
中
で
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
解
決
策
は
、
海
流
や
季
節
風
な
ど

地
球
規
模
の
現
象
が
地
域
の
海
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
視
点
に

か
か
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
漂
流
・
漂
着
ゴ
ミ
（
海
ゴ
ミ
）
問
題
を
考
え
て
み
る
。

図 2　奈留島（五島市）に漂着した
 ペットボトルの生産地（韓国）

図 3　奈留島（五島市）に漂着した
 ペットボトルの生産地（中国・台湾）

１０
．
海
の「
地
域
知
」を
活
か
し
た
島
の
地
域
振
興
を
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世
界
の
海
に
つ
な
が
る
島
の「
地
域
知
」
─
─
海
洋
保
護
区
と
地
域
振
興

九州大学大学院工学研究院環境社
会部門准教授。1964年生まれ。
東京大学大学院総合文化研究科広
域科学専攻中退。博士（工学）。
専門は、沿岸・流域環境保全学、
水生生物学、生態工学で、漁場の
開発と保全の調整、希少生物生息
地の再生、地域住民や市民の沿岸
管理への参加、地域の知恵や科学
を生かした海洋保護区を研究。環
境省海洋生物多様性保全戦略専門
検討会委員、水産庁広域漁業調整
委員会委員、対馬市海洋保護区設
定推進協議会委員などを務める。
共著に『水の知 自然と人と社会
をめぐる14の視点』（化学同人、
2010年）、『川と海』（築地書館、
2008年）などがある。

【
註
釈
】

註
1　

海
洋
保
護
区
の
海
洋
基
本
計
画
へ
の
記
載
：
２ 

海
洋
環
境
の
保
全
等 

（
１
）
生

物
多
様
性
の
確
保
等
の
た
め
の
取
組
「
生
物
多
様
性
の
確
保
や
水
産
資
源
の
持
続
可
能

な
利
用
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
生
物
多
様
性
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
踏

ま
え
、
関
係
府
省
の
連
携
の
下
、
我
が
国
に
お
け
る
海
洋
保
護
区
の
設
定
の
あ
り
方
を

明
確
化
し
た
上
で
、
そ
の
設
定
を
適
切
に
推
進
す
る
」

註
2　
「
愛
知
目
標
」
の
目
標
11
：
「
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
陸
域
及
び
内

陸
水
域
の
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ま
た
沿
岸
域
及
び
海
域
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
特
に
、

生
物
多
様
性
と
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
に
特
別
に
重
要
な
地
域
が
、
効
果
的
、
衡
平
に
管
理

さ
れ
、
か
つ
生
態
学
的
に
代
表
的
な
良
く
連
結
さ
れ
た
保
護
地
域
シ
ス
テ
ム
や
そ
の
他

の
効
果
的
な
地
域
を
ベ
ー
ス
と
す
る
手
段
を
通
じ
て
保
全
さ
れ
、
ま
た
、
よ
り
広
域
の

陸
上
景
観
又
は
海
洋
景
観
に
統
合
さ
れ
る
」

ち
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

■

の
ゴ
ミ
は
、
梅
雨
の
出
水
で
日
本
海
に
流
れ
出
し
、
南
流
に
乗
っ
て

や
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
島
の
海
岸
に
よ
っ
て
季
節
ご
と
に
外
力
が
異
な
る

の
は
、
島
の
方
々
に
と
っ
て
は
常
識
だ
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
は
非

常
に
新
鮮
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
効
率
的
な
海
岸
清

掃
は
季
節
と
場
所
を
選
ぶ
が
、
島
の
「
地
域
知
」
を
も
と
に
し
た
細

や
か
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
意

識
化
、
系
統
化
、
さ
ら
に
科
学
化
す
れ
ば
、
漂
流
・
漂
着
物
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
図
2
・
図
3
は
、
長
崎
県
奈
留
島
（
五
島
市
）
の
大
串
ノ
コ
ビ
崎

に
漂
着
し
た
海
外
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
生
産
地
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
日
本
産
も
あ
る
が
、
海
外
産
は
主
に
韓
国
、
中
国
、
台
湾
が
多

い
。

　
こ
れ
ら
の
生
産
地
は
、
か
つ
て
「
遣
唐
使
」
が
つ
な
い
で
い
た
港

（
都
市
）と
も
重
な
っ
て
い
る
。
古
代
や
中
世
で
も
、海
の
知
識
を
も
っ

た
島
の
人
た
ち
が
、
雲
を
読
み
な
が
ら
、
大
陸
へ
の
船
出
の
タ
イ
ミ

ン
グ
な
ど
の
情
報
提
供
を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
い
ま
や
近
隣
諸
国
は
経
済
発
展
を
遂
げ
、
主
要
都
市
で
は
水
質
が

悪
化
し
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
の

差
は
あ
っ
て
も
、
水
や
廃
棄
物
の
問
題
は
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
島
の
方
々
の
海
に
対
す
る
知
見
と
セ
ン
ス
が
、
今

後
の
海
洋
保
護
区
管
理
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
新
た
な
離
島
振
興
に

と
っ
て
の
最
大
の
財
産
と
資
源
は
、
ま
さ
に
島
に
生
き
て
き
た
人
た


